
 

日野療護園 

 

Ⅰ 施設概要 

   

所在地  東京都日野市落川２４５番地の１ 

 

事 業 種 別 定 員 

第１種社会福祉事業 障害者支援施設 
生活介護 ５５人 

施設入所支援 ５０人 

 

第 2 種社会福祉事業 

短期入所事業 ４人 

一般相談支援事業 ― 

特定相談支援事業 ― 

 

 

Ⅱ 令和２年度の運営方針 

６つの運営理念の実現（理念の具現化）に向け、５つの運営方針（①利用者本位の

サービスの徹底、②セーフティネットとしての役割の継続、③人材確保・育成の充実、

④運営体制の強化、⑤地域との連携強化）により、自主運営施設としての安定的な園

運営・経営の構築（継続）に取り組んでいく。 

また、全職員が、相互に協力しながら、園運営体制を支え合うことで、日野療護園

で働くことに自信と誇りを持てる職場風土づくりを進めていく。 

 

―日野療護園運営理念― 

１．一人ひとりが自分らしい人生を送ることができる支援をします。 

１．一人ひとりの信頼と絆を大事にした支援をします。 

１．地域の誰にでも、いつでも、どこでも、いつまでもお役にたてる支援をします。 

１．地域とのつながりを持ち、地域に貢献する支援をします。 

１．明るい笑顔を大切に、心のこもった温かい支援をします。 

１．豊かな感性を持ち、自覚と責任のある支援をします。 

 

 

 

Ⅲ 実施計画 

令和 2 年 3 月 1 日現在、現員４８人（うち、区分６が 4４人、区分５が 4 人）で、

利用者の平均年齢は５７．９歳であり、７０歳以上の利用者は、利用者全体の８人（１

７％）となっている。 

身体障害と知的障害・精神障害（※高次脳機能障害を含む。）との重複障害の割合



 

は、利用者全体の２６人（５４％）に達している。 

また、経管栄養者８人、口腔内吸引１０人、膀胱カテーテル３人、人工肛門１人等、

医療的ケアを必要とする利用者が増加している。 

令和 2 年度は、こうした利用者状況等を踏まえ、以下の事項に取り組んでいく。 

 

 

１ 質の高いサービスの提供 

（１）専門的な支援の充実【目標Ⅱアクション②】 

利用者の意向（聞き取り）と丁寧なアセスメントに基づき、生活支援員、医師、

看護師、栄養士、理学療法士等の多様な職種（以下、各専門職）からの意見を取

り入れた、生活支援計画書及びヘルスケアプランを策定し、きめ細やかな支援を

実施していく。 

併せて、月 1 回のカンファレンスを実施していくとともに、利用者の身体・健

康状態の変化、入院加療後（医療機関への入院後）の支援や生活環境整備、また

支援困難ケース等に迅速に対応していくために、適時カンファレンスを行い、職

員間で支援方法等の共通理解を図りながら進めていく。 

利用者の高齢化や障害の重度化・重複化に対応するため、各専門職と嘱託医・

関係医療機関が連携した医療的ケアの充実を図る。また、生活支援職員によるた

ん吸引等については、「登録研修機関」として、園内で「特定の者」のたん吸引

等の業務ができる職員を計画的に養成していく。同時に「不特定の者」について

も、東京都介護職員等におけるたんの吸引等研修に職員を受講させ、人材育成に

努めていく。 

 

事  項 人数等 

喀痰吸引の資格取得者（特定・不特定） １２人（累計受講者総数１４人） 

             ※累計受講者総数は、平成 27 年度～令和元年度の総数 

 

（２）生活環境・日中活動の充実 

日中活動は、利用者からの要望が高いリハビリテーションを中心に、スポーツ

的活動、作業・創作的活動、余暇的活動等を実施していく。 

各種プログラムへの参加を希望される利用者が、確実な支援のもと、安全・安

心かつ意欲的に参加ができるよう、活動設定時間や参加利用者数の調整、職員配

置の工夫等を行っていく。また、日中イベント（企画等）を年間 10 回開催する

ことで、より利用者のニーズに応えていくとともに、利用者が日中生活（活動）

に楽しみや意欲の幅が広がるよう取り組んでいく。 

リハビリテーションは、「リハビリ個別プログラム」に基づき、理学療法士と

生活支援員が協業して平日毎日実施し、利用者の身体機能の維持・向上に努めて



 

いく。 

 

リハビリテーション活動 平日毎日 各利用者週 4 回程度 

スポーツ的活動、作業・創作的活動等 随時 ボッチャ、カラオケ等 

日中イベント（企画） 10 回 年間 

 

（３）地域生活移行への取組強化【目標Ⅰアクション④】 

相談支援専門員（兼任の地域コーディネーター）を中心に、利用者の地域移

行への希望聞き取り等を行うとともに、施設から地域生活移行を希望する利用者

への情報提供や助言、他機関（地域ＣＩＬ等）との連携・協働による地域移行支

援を行っていく。また、地域生活移行者へのアフターフォロー、障害者等の地域

生活定着支援を図っていく。 

 ＊ 地域生活移行 

自活訓練事業等実施者数 ０人 

地域生活移行者数 １人 

＊ 地域や他施設への移行に向けた取組 

グループホーム見学 ２人 

介護施設見学 ０人 

 

２ サービス内容の検証・改善 

（１）福祉サービス第三者評価の活用【目標Ⅰアクション②】 

平成３１年度の福祉サービス第三者評価のサービスの受審において、更なる改

善が望まれる点とされた事項については、改善計画を策定し、改善に取組んでい

く。また、令和２年度もサービス評価を受審し、サービス水準の向上を図ってい

くとともに、評価項目における標準項目の達成率１００％を目指す。 

ア 平成３１年度評価結果における「特に良いと思う点」 

①   利用者本位のサービスを提供するため、個別支援計画は利用者意向を最

大限に反映させ、丁寧に作成している。 

②   キャリアパスを明示し、人材育成を計画的に進めている。 

③   日中活動はさまざまなメニューを提供し、利用者は自身で選択し楽しん

でいる。 

イ 平成３１年度評価結果における「更なる改善が望まれる点」 

①  苦情や相談の受付窓口担当者を重要事項説明書に記載し、苦情受付担当

者を第三者委員紹介ポスターと共に掲示することが望まれる。 

②  職員の定着やモチベーションの向上を図っていくために、職員の意向把

握による、説明と改善策への手立てについての検討が求められる。 



 

③  食堂がより豊かな楽しみの空間となる工夫を期待する。 

「更なる改善が望まれる点」の改善に向けた取組みについては、改善計画を策

定し、改善に取り組むとともに、令和 2 年度も引き続き、サービス評価を受

審し、サービス水準の向上を図っていく。 

 

事 項 
（評価項目における

標準項目の達成率） 

第三者評価による改善 １００％ 

 

（２）苦情解決制度の充実【目標Ⅰアクション②】 

利用者が苦情を申し立てやすい環境を整えるため、第三者委員及び各グループ

の苦情受付担当者の写真を園内に掲示するとともに、第三者委員との交流の機会

の設定や相談希望者の個別相談の設定を行っていく。また、申出のあった苦情に

ついては、苦情解決委員会等において迅速に対応し、解決策をサービス向上と職

員のスキルアップに活かしていく。 

 

第 三 者 委 員 相談実施回数 

２人（弁護士、自立生活センター事務局長） 年６回 

 

（３）利用者満足度調査 

利用者全員を対象にした聞き取り調査により、率直な意見や要望等を直接聴取

し、利用者の声を十分に踏まえたサービスの向上や改善に取り組んでいく。 

 

実 施 内 容 実施時期 

テーマ未定 １～２月 

 

３ セーフティネットとしての役割の強化 

（１）特別な支援が必要な利用者の受入れ【目標Ⅱアクション②】 

最重度障害者や重複障害者、難病や脳血管障害による中途障害の方、医療的ケ

アが必要な方等、特別な支援が必要な利用者を積極的に受け入れ、セーフティネ

ットの役割を果たしていく。 

利用者の高齢化、重度化、虚弱化等に対応するため、嘱託医や関係医療機関や

各専門職が協力・連携を図りながら、健康維持、疾病予防の為の適切な支援を行

う。また、見守りシステムもりん等のＩＣＴ機器の活用により、より迅速で的確

な支援体制の推進を図っていく。 

    <参考 令和２年３月１日現在> 



 

医療的ケアを必要とする利用者の割合 １９％（４８人中９人） 

 

（２）専門的な支援技術等の普及啓発【目標Ⅱアクション③】 

大学・短期大学・専門学校等、福祉人材養成機関等からの依頼に基づき実習生

やインターンシップを受け入れ、福祉人材養成に積極的に取り組む。 

事  項 延人数 内訳 

介護福祉士等養成実習 １００人 社会福祉士、介護福祉士、保育士等 

教職課程の介護等体験 ７５人 東京都社会福祉協議会の要請 

人事院介護等実地体験 １５人 人事院の要請 

施設見学の受入れ １５人 教育機関、公的機関等 

 

４ 人材確保・育成の充実強化 

（１）質の高い人材確保に向けた取組の実施【目標Ⅱアクション④】 

   事業団が実施する人材確保の取組に職員を積極的に参加させるとともに、施設

見学やインターンシップを実施し、職員採用につなげる。また、養成学校への働

きかけを強化し、質の高い人材の早期確保を図る。 

 

（2）ＯＪＴ推進体制の強化【目標Ⅱアクション④】 

ＯＪＴ推進担当者や新任職員育成担当（チューター）を配置し、ＯＪＴの推進

体制の整備（日常業務を通じたＯＪＴを定着化、活性化）を図っていく。 

また、利用者本位のサービスの安定的な提供、安全・安心を基本とした、質の

高い支援技術（スキル）と専門性を兼ね備えた職員を育成していくために、継続

的なＯＪＴ体制の仕組みである 2 人介助体制での支援を進めていく。 

 

（3）計画的・効果的な研修の実施【目標Ⅱアクション①④】 

ＯＪＴを基本に据えながら、非常勤職員も含めた職員一人ひとりの職務習熟度、

職層等に応じたＯＦＦ-ＪＴ（他施設見学、研修報告会、外部講師による園内研

修等）を有効的に繋ぎ合わせた人材育成を進めていく。 

新任・転任職員の人材育成（プログラム）については、安全・安心な利用者支

援技術（スキル）の習得が図られる研修体制の実施を図っていく。また、今後の

園運営の中核を担う職員の育成については、外部機関が主催する研修への積極的

な参加や園内研修等をとおして、職場の課題解決に主体的に取組むことのできる

指導力（次世代を担うチームリーダー）を育成していく。 

支援困難ケース事例、利用者の身体・健康状態の変化、入院加療後（医療機関

への入院後）の支援方法の変更等に迅速に対応していくために、適時カンファレ

ンスを行い、適切な支援体制の構築を図っていく。また、利用者の意向を尊重し



 

た利用者支援（権利擁護等）や専門性の向上に向けた人材の育成を図っていく。 

 

研 修 内 容 対象者 実施時期 

新任・転任職員研修（実務研修） 新任・転任職員全員 ４月～６月 

職場内研修（スキルアップ研修） 全職員 年２回以上 

救命救急講習会 全職員 年２回 

 

（4）高い専門性を発揮できる職員の育成【目標Ⅱアクション①】 

事  項 人数等 

喀痰吸引の資格取得者（特定・不特定） 

（１（１）の再掲） 

１２人（累計受講者総数３０人） 

※累計受講者総数は、平成 27 年度～令和元年度の総数 

 

５ 運営体制の強化 

（１）権利擁護（虐待防止）の取組強化【目標Ⅰアクション①】 

 虐待等防止委員会において、不適切な支援や虐待の未然防止・早期発見に向け

た取組や虐待が発生した場合の対応について検討し、虐待の防止に向けた取組を

強化する。 

利用者の安全確保・権利保護（事故防止）、防犯対策等を目的とした見守りカ

メラについては、利用者のプライバシーに十分配慮した上で、増設をしていく。 

虐待防止委員会や「不適切な支援・虐待防止に関する自己点検シート」に基づ

く、職員意見交換会等の機会を通じて、過去の事業団虐待事例及び園の虐待・不

適切な支援の事例等の周知（情報共有）を図り、風化と再発防止に向けて取り組

んでいく。 

また、新任・転任職員には、新任・転任職員研修の際に、障害者虐待等防止マ

ニュアル、障害者差別解消法等についての周知を図り、権利擁護や虐待に関する

知識・意識を高め、支援技術の向上を図ります。 

事 項 実施回数等 内容・協力機関等 

虐待等防止委員会 

身体拘束禁止取組 
年 6 回 

・不適切な支援や利用者虐待の防止等に

向けた取組 

・利用者の身体拘束禁止の検討及び周知 

  

事  項 実施回数等 内容・協力機関等 

権利擁護・虐待

防止に関する研

修受講率 

１００％ 

（全職員実

施） 

園で実施する権利擁護や虐待防止に関する研修

に加えて、事業団共通の虐待防止研修（e-ラー

ニング型）も実施 



 

 

（２）外部専門家、外部医師等との連携 

外部専門家によるスーパーバイズ研修の機会を設定し、利用者支援技術等のス

キルアップを図り、利用者へのサービスの向上に結びつける機会とする。 

 

（３）個人情報保護、情報セキュリティ対策等コンプライアンスの推進 

【目標Ⅳアクション⑤】 

   「個人情報保護に関する方針」（プライバシーポリシー）、「個人情報保護規程」  

  及び「情報セキュリティ対策基準」を遵守するとともに、情報セキュリティ責任   

  者を配置して、個人情報の適正な管理、情報セキュリティの強化を徹底する。ま 

  た、情報セキュリティの観点から、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮ 

  Ｓ）ガイドラインによる適切な運用（ＩCＴ環境の変化に対応した改定等）を図 

  っていく。 

コンプライアンス研修受講率 １００％ 

 

（４）リスクマネジメントの徹底【目標Ⅰアクション③】 

日々の利用者支援やヒヤリ・ハット、アクシデント事案の記録を適切に残すこ

とが事故防止のために重要であることを園全体に周知するとともに、リスクマネ

ジメント委員会を中心に、ヒヤリ・ハット、アクシデント事例の収集・分析、対

策の検討とその実施のサイクルを定着させ、リスクマネジメント体制の強化を図

る。また、リスク管理に関わる各マニュアルについては、適時改訂等を行い、リ

スクに備えた体制を整備する。 

万が一にも事故が起こった場合は、職責に応じて迅速かつ適切に対応するとと

もに、事故の検証、原因の究明・問題点への対応を図り、再発防止を徹底する。 

インフルエンザ、ノロウィルスをはじめとする感染症対策については、感染症

対策マニュアルに基づき、感染予防や感染拡大の防止に努める等、迅速かつ適切

に対応する。また、必要に応じて感染症対策委員会を招集して対応策の検討・周

知を図る。 

 

事  項 実施回数等 内容・協力機関等 

リスクマネジメント

委員会 
適宜 マニュアルの検討及び周知 

感染症対策委員会 適宜 インフルエンザ等の感染症対策の 

検討 

  

（５）災害・防犯対策の取組強化【目標Ⅲアクション③】 

「事業継続計画（ＢＣＰ）及び対応マニュアル」に基づき、定期的な訓練や食



 

糧、日用品等の備蓄を実施し、大規模な災害が発生した場合においても、被害を

最小限に抑えることのできる施設機能を維持する。また、防犯対策の強化を図る

とともに、安全・安心に生活できる環境を整備する。さらに、事業団全体で初動

体制の整備や施設間の連携協力についての合同訓練を実施する。 

災害発生時には、日野市との地域防災協定に基づく二次避難所としての役割を

果たす。 

 

事  項 実施回数等 内容等 

防災訓練等 年６回 夜間想定・水害対策・炊き出し訓練等 

防災部会 年４回 防災訓練等の企画、実施 

  

（６）魅力とやりがいにあふれる、働きやすい職場環境の整備 

【目標Ⅳアクション③④】 

職員等が安心して働ける（利用者支援ができる）よう、2 名支援（介助）の構

築及びフォローアップ体制の充実を図り、働きやすい職場環境を整えていく。 

ライフワークバランスを推奨するとともに、職員間で様々な場面でコミュニケ

ーション機会を意図的に設定し、日常業務に対するレクチャーと精神面での不安

の解消等を図っていく。また、職員一人ひとりの自己肯定感を高め、職員一人ひ

とりが主役となり、互いに支い合える職場風土の醸成、利用者支援体制（環境整

備）を推し進めていく。 

    

（７）効率的な施設経営の実施等【目標Ⅳアクション②】 

ア 安定的な施設運営 

安定的な施設運営に努めていく。経営目標指標による進捗管理を行うととも

に、契約内容の精査、光熱水費の節減、日用品の見直し等による経費削減に積

極的に取り組んでいく。 

イ 効率的かつ円滑な施設運営体制 

園委員会・部会体制の効率的かつ有効的な機能が図られるよう、職員一人ひ

とりが役割と責任を果たし、相互に協力しながら効率的かつ円滑な園運営体制

の構築に取り組んでいく。 

 

６ 地域ニーズへの対応 

（１）地域における公益的な取組【目標Ⅲアクション①③】 

地域の障害者、高齢者と地域住民の交流を目的とした落川交流センターの各種

企画に、認可協力施設として参画し、公益的な取組を行っていく。 

また、施設や設備の地域開放、近隣地域で開催される各種イベント等に（利用

者が作成した作品販売も兼ね）利用者・職員が参画することにより、地域住民と



 

施設利用者の交流の促進を図り、地域に根ざした施設運営に取り組んでいく。 

災害活動相互応援協定を結んでいる自治会との総合防災訓練を実施し、地域で

の協力体制を構築していく。 

 

（２）地域生活を支えるサービスの充実【目標Ⅲアクション①③】 

ア 短期入所事業 

セーフティネット機能の一環としての緊急利用について柔軟に対応していく。

短期入所連絡会を開催（年 6 回以上）し、短期入所利用者の支援等の充実に努

めていく。 

イ 生活介護事業（通所） 

在宅の障害者のニーズに積極的に応えていくとともに、地域で生活する障害 

者の生活を支援するとともに利用率の向上を図っていく。 

 

地域サービス内容 対象地域 利用者数 

短期入所事業 都内全域 延１０９２人 

 

生活介護事業（通所） 

日野市、多摩市、八王子

市（北野町、大和田町、

富士見町以東） 

延９１９人 

 

ウ 相談支援事業 

地域生活における相談支援の重要性や、地域に相談支援事業所が少ない状況

を踏まえ、寄せられた相談に丁寧に対応していくとともに、地域のニーズに応

え、地域の福祉資源としての役割を果たす。 

基本相談支援、計画相談支援、地域相談支援にあたっては、他分野の関係機

関と連携し、丁寧なアセスメントによる利用者ニーズの把握、権利擁護の支援、

関係機関とのネットワークの活用した、サービスを有機的に結びつけた計画を

作成する。 

 

地域サービス内容 対象地域 利用者数 

特定相談支援事業 日野市、多摩市、国立市 ７０人 

 

（３）多様な主体との連携 

ボランティアコーディネーターを配置し、ボランティア活動の支援を行う等、

各種ボランティアの受入れ、地域の障害者団体やＮＰＯ法人との協働により、利

用者に対して多様なサービスの提供に努める。 

また、ボランティアの開拓・定着を図るとともに、積極的にボランティアの育

成にも努め、安定した活動ができるよう体制を整備する。 



 

 

事 項 延べ人数 内 容 

日中活動 ３００人 喫茶室、キャブ外出、生産活動等 

個別対応 ３５人 居室における対応等 

行事 １００人 園で主催するイベント等 

外出支援・自活訓練 １００人 
有料介助者等による外出支援 

自立生活センター等による自活訓練等 

 

（４）地域との連携・協力関係の強化【目標Ⅲアクション③】 

園で主催するイベントへの地域住民の参加や、地域で行われる行事への参加等

をとおして、地域と施設の相互交流を推進し、施設及び利用者に対する地域の理

解を促すとともに、協力関係を強化する。 

 

内  容 対象者・実施回数・参加者数等 

地域と園を繋ぐイベント等開催 
利用者・ボランティア・地域住民を 

対象に、年２回実施予定 

百草園駅前商店会秋祭りへの参加 利用者、職員（９月） 

落川交流センター秋のごみゼロ収穫祭

等への参加 
利用者、職員（１１月） 

日野市まちづくり市民フェアへの参加 利用者、職員（１１月） 

 


